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令和４年度 安全スローガン
「いつまでも 働く喜び 無事故から」

草刈り作業中の賠償事故が２件発生して
います。前年同月と比べると傷害２件減、
賠責２件増となっております。
「安全無くして就業なし」、「安全はすべ
てに優先する」をモットーに安全就業を心
掛けてください。

日時
性
別等 事 故 の 状 況 保険金額

5/21
（土）
11:30

男
68
歳

第４庁舎跡地を草刈り作業中、砕石を飛散
させて向かい側の楽器店入口のガラスを破損
させた。使用を制限していたナイロンコード
カッターを使用していた。

40,050円

8/23
（火）
11:00

男
73
歳

敷地内を草刈作業中、小石のようなものを
飛散させて隣接駐車場にあった車の助手席側
後部窓ガラス破損及びその周辺のボディに凹
み傷３か所を付けた。

124,089円

１事故あたりの免責（会員負担）金額は10,000円です。

安全パトロール報告
【５／２５、９／１２のパトロールでの注意点】

◇枝切り作業
・道具類を道路の側道端に置いていました。通行量が少ない場合
であっても敷地内に置いてください。

・脚立をまたいで作業をしていました。大変危険な使用方法です。

脚立はまたぐ事も天板に上がる事も厳禁です。
・道路へはみ出して作業をしていました。三角コーンや看板を設置し、
注意喚起するとともに、作業者及び歩行者等の安全を確保してくだ
さい。

◇窓ガラス清掃作業
特に問題ありませんでした。

◇草刈り作業
刈刃を高速回転させたまま移動し

ていました。大変危険な行為です。
刈刃が完全に止まった状態かエンジ
ンを切ったうえで移動してください。



〇定期的に換気をしましょう

〇症状のある方も同居のご家族もマスクを着用してください

〇同居家族の方も検温し、体調の変化に十分気をつけましょう

〇症状がある場合は、過ごす部屋は分けてください

〇症状のある方と接する人は、できるだけ限定してください

〇こまめに手洗いをしてください

〇手で触れる共用部分を消毒してください

〇使用したマスクやゴミは密閉して捨てましょう

２ 感染者の療養期間について

１ 家庭内での感染を防ぐためには

秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部

新型コロナウイルス感染症に関する県民のみなさまへのお願い【ver.5】より一部抜粋

気をつけるポイント！


